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Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
）
」
を
実

施
す
る
。

期
間
は
、
平
成
28
年
３
月
10

日
（
木
）
か
ら
平
成
28
年
６
月

30
日
（
木
）
ま
で
で
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ

２
．
０
車
載
器
や
Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用

履
歴
発
行
プ
リ
ン
タ
ー
を
購
入

す
る
際
に
割
引
が
適
用
さ
れ

る
。

（
境
古
河
～
つ
く
ば
中
央
の
開

通
時
）
に
合
わ
せ
て
導
入
予
定

（
２
）
起
終
点
を
基
本
と
し
た

継
ぎ
目
の
な
い
料
金
の
実
現

都
心
部
の
渋
滞
等
に
対
し
、

圏
央
道
や
外
環
道
の
利
用
が
料

金
面
に
お
い
て
不
利
に
な
ら
な

い
よ
う
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
に
つ
い

て
、
経
路
に
よ
ら
ず
、
起
終
点

間
の
最
短
距
離
（
当
面
は
料
金

体
系
の
整
理
・
統
一
に
お
け
る

激
変
緩
和
措
置
を
考
慮
し
、
最

安
値
と
す
る
）
を
基
本
に
料
金

を
決
定
。

た
だ
し
、
都
心
部
（
首
都
高

速
）
経
由
の
料
金
の
方
が
高
い

場
合
に
は
、
都
心
部
経
由
の
料

金
は
引
き
下
げ
な
い
。

【
現
金
利
用
者
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
】新

た
な
料
金
体
系
へ
の
移
行

に
あ
た
り
、
現
金
利
用
者
向
け

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
「
首
都

圏
Ｅ
Ｔ
Ｃ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
首

都
高
・
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東
日
本
・

一（
激
変
緩
和
措
置
）

▽
首
都
高
速
な
ど
に
つ
い
て

は
、
物
流
へ
の
影
響
や
非
Ｅ
Ｔ

Ｃ
車
の
負
担
増
な
ど
を
考
慮
し

て
、
上
限
料
金
な
ど
を
設
定

▽
第
三
京
浜
や
横
浜
新
道
な

ど
、
現
在
の
料
金
水
準
が
低
い

路
線
に
つ
い
て
は
、
高
速
自
動

車
国
道
の
普
通
区
間
を
目
安
に

料
金
水
準
を
設
定

※
外
環
道
の
新
た
な
料
金
に
つ

い
て
は
、
圏
央
道
の
概
成
時

割
引
を
更
に
追
加
、
③
都
心
に

向
か
う
場
合
、
外
環
を
使
っ
て

迂
回
し
て
も
、
外
環
利
用
分
は

全
額
割
引
、
④
都
心
通
過
に
つ

い
て
は
、
走
行
距
離
に
応
じ
た

料
金
に
変
更
と
な
っ
て
い
る


【
新
料
金
の
概
要
】

（
１
）
対
距
離
制
を
基
本
と
し

た
料
金
体
系
に
整
理
・
統
一

料
金
水
準：

現
行
の
高
速
自
動

車
国
道
の
大
都
市
近
郊
区
間
の

水
準
に
統
一

車
種
区
分：

５
車
種
区
分
に
統

３
月
１
日
に
国
土
交
通
省

は
、
東
日
本
高
速
道
路
㈱
、
中

日
本
高
速
道
路
㈱
、
首
都
高
速

道
路
㈱
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
、

４
月
１
日
か
ら
の
首
都
圏
の
高

速
道
路
料
金
の
変
更
に
つ
い
て

許
可
を
出
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
整
備
の
経
緯

の
違
い
等
か
ら
料
金
水
準
や
車

種
区
分
等
が
異
な
っ
て
い
た
首

都
圏
の
料
金
体
系
に
つ
い
て
、

三
環
状
の
整
備
の
進
展
を
踏
ま

え
、
対
距
離
制
を
基
本
と
し
た

利
用
重
視
の
料
金
体
系
（
１
㎞

あ
た
り
36
・
６
円
）
に
統
一
す

る
。ま

た
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
に
つ
い
て

は
、
出
発
地
と
目
的
地
が
同
じ

で
あ
れ
ば
、
ど
の
経
路
を
経
由

し
て
も
、
起
終
点
間
の
最
短
距

離
の
料
金
と
な
る
。

新
た
な
料
金
の
ポ
イ
ン
ト
と

し
て
は
、
①
圏
央
道
利
用
が
不

利
に
な
ら
な
い
よ
う
、
割
高
な

圏
央
道
西
側
区
間
の
料
金
水
準

の
引
下
げ
（
同
一
起
終
点
で
あ

れ
ば
同
じ
料
金
）
、
②
Ｅ
Ｔ
Ｃ

２
．
０
搭
載
車
に
つ
い
て
は
、

２
．
０
車
載
器
に
記
録
さ
れ
た

走
行
位
置
の
履
歴
な
ど
の
情
報

「
プ
ロ
ー
ブ
情
報
」
に
、
「
車

載
器
の
特
定
に
関
す
る
情
報
」

を
付
与
し
た
情
報
で
、
道
路
管

理
者
が
管
理
す
る
Ｄ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
路

側
無
線
機
と
の
無
線
通
信
に
よ

り
業
務
支
援
用
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
．
０

車
載
器
か
ら
収
集
さ
れ
る
情
報

を
い
う
。

r.html

に
掲
載
し
て
い
る
実
施

要
綱
や
利
用
規
約
等
に
詳
細
が

記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
確
認

し
て
も
ら
い
た
い
。

※
１

対
象
は
、
車
両
の
通
行

の
許
可
の
手
続
き
等
を
定
め
る

省
令
（
昭
和
36
年
９
月
25
日
建

設
省
令
第
28
号
）
第
７
条
の
車

両
諸
元
等
に
適
合
す
る
車
両

※
２

業
務
支
援
用
Ｅ
Ｔ
Ｃ

は
、
当
該
車
両
に
係
る
申
請
書

の
自
動
作
成
は
行
わ
な
い
こ
と

と
し
た
。

以
上
の
通
り
、
制
度
内
容
を

紹
介
し
て
き
た
が
、
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
Ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
の
『
Ｅ

Ｔ
Ｃ
２
．
０
装
着
車
へ
の
特
殊

車
両
通
行
許
可
簡
素
化
制
度ht

tp://www.tokusya.ktr.mli

t.go.jp/PR/tokusyagold_p

情
報(

※
２)

を
収
集
す
る
こ
と

に
よ
り
当
該
車
両
の
通
行
経
路

把
握
を
行
う
。

更
に
、
特
車
ゴ
ー
ル
ド
の
制

度
は
更
新
時
の
手
続
も
簡
素
化

す
る
。
従
来
、
２
年
に
１
回
の

定
期
的
な
更
新
手
続
を
す
る
必

要
が
あ
っ
た
が
、
特
車
ゴ
ー
ル

ド
の
制
度
を
利
用
し
た
場
合
の

更
新
申
請
は
、
シ
ス
テ
ム
で
自

動
作
成
し
た
申
請
書
を
電
子
メ

ー
ル
で
連
絡
を
行
い
、
こ
の
申

請
書
を
確
認
し
た
申
請
者
か
ら

の
同
意
（
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
）
を

も
っ
て
更
新
申
請
が
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。
申
請
者
自
ら
が
申

請
書
を
作
成
す
る
必
要
が
な
く

な
り
、
手
続
が
簡
素
化
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
特
車
ゴ
ー
ル
ド

の
制
度
の
許
可
を
受
け
た
車
両

で
道
路
法
に
違
反
し
て
通
行

（
例
え
ば
重
量
や
経
路
の
違

反
）
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、
通
知
を
受
け
た
場
合
に

き
る
。
さ
ら
に
、
許
可
更
新
時

の
手
続
き
を
自
動
化
し
、
手
続

き
が
従
来
に
比
べ
簡
素
化
さ
れ

る
。さ

ら
に
制
度
の
詳
細
を
紹
介

す
る
。
業
務
支
援
用
Ｅ
Ｔ
Ｃ

２
．
０
車
載
器
を
装
着
す
る
こ

と
で
、
通
行
す
る
経
路
を
確
認

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と

か
ら
、
業
務
支
援
用
Ｅ
Ｔ
Ｃ

２
．
０
車
載
器
を
装
着
し
た
特

殊
車
両
で
大
型
車
誘
導
区
間
の

走
行
を
含
む
通
行
許
可
申
請
が

あ
っ
た
場
合
は
、
大
型
車
誘
導

区
間
を
包
括
的
に
申
請
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な
し
て
通
行
で
き

る
許
可
を
付
加
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
出
発
地
と

目
的
地
が
同
じ
で
あ
れ
ば
大
型

車
誘
導
区
間
内
で
は
、
迂
回
経

路
の
申
請
が
不
要
と
な
る
。

な
お
、
通
行
す
る
場
合
は
道

路
管
理
者
が
道
路
上
に
設
置
し

た
路
側
機
か
ら
特
定
プ
ロ
ー
ブ

加
え
て
、
２
年
に
１
回
の
定
期

的
な
更
新
手
続
も
必
要
と
な

る
。今

回
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

特
車
ゴ
ー
ル
ド
の
制
度
は
、
業

務
支
援
用
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
．
０
車
載

器
（
特
殊
用
途
用
Ｇ
Ｐ
Ｓ
付
き

発
話
型
車
載
器
）
を
装
着
し
、

利
用
規
約
等
に
同
意
し
て
あ
ら

か
じ
め
登
録
し
た
車
両(

※
１)

は
、
大
型
車
誘
導
区
間
に
お
け

る
経
路
選
択
を
可
能
と
す
る
許

可
を
行
う
。
そ
の
た
め
、
大
型

車
誘
導
区
間
内
で
あ
れ
ば
渋
滞

や
事
故
、
災
害
等
に
よ
る
通
行

障
害
発
生
時
の
迂
回
が
で
き
、

輸
送
を
効
率
化
す
る
こ
と
が
で

が
あ
る
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。こ

の
方
針
等
に
基
づ
い
て
、

道
路
を
適
正
に
利
用
す
る
者
の

許
可
の
簡
素
化
を
図
る
た
め
、

平
成
28
年
１
月
25
日
か
ら
開
始

さ
れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
．
０
装
着
車

へ
の
特
殊
車
両
通
行
許
可
を
簡

素
化
す
る
「
特
車
ゴ
ー
ル
ド
」

の
制
度
を
紹
介
す
る
。

現
行
の
特
殊
車
両
通
行
許
可

制
度
に
お
い
て
は
、
特
殊
車
両

は
申
請
し
た
個
々
の
輸
送
経
路

の
み
通
行
が
可
能
と
な
る
。
よ

っ
て
特
殊
車
両
の
申
請
者
は
、

経
路
毎
に
大
量
の
申
請
手
続
き

を
と
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、

平
成
27
年
12
月
25
日
に
社
会

資
本
整
備
審
議
会
道
路
分
科
会

と
交
通
政
策
審
議
会
交
通
体
系

分
科
会
と
の
合
同
会
議
か
ら
提

出
さ
れ
た
「
今
後
の
物
流
政
策

の
基
本
的
な
方
向
性
等
に
つ
い

て
（
答
申
）
」
で
は
、
適
正
通

行
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た

大
型
車
の
適
正
通
行
を
促
進
す

る
取
組
に
加
え
、
適
正
利
用
者

に
対
し
て
は
、
渋
滞
や
事
故
を

避
け
た
経
路
選
択
が
可
能
と
な

る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
．
０
装
着
車
へ
の

特
車
通
行
許
可
の
簡
素
化
を
行

う
な
ど
、
効
率
的
な
輸
送
に
資

す
る
取
組
を
進
め
て
い
く
必
要

【
参
考

平
成
27
年
12
月
14
日
社
会
資
本
整
備
審
議
会
道
路
分
科
会
と
交
通
政
策
審
議
会
交
通
体
系
分
科
会
と
の
合
同
会
議
参
考
資
料
よ
り
】
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